
会　　議　　記　　録

令和４年度

中央区青少年問題協議会

令和 4 年 5 月 10 日 （ 火 ）

午後 2 時 0 分 ～ 午後 3 時 15 分

開催場所 中央区役所　8階大会議室

委 青少年問題協議会委員 39 名

出 員 同協議会幹事 16 名

席 名

者 区 側 区長、副区長、委員である部長（5名）

事務局 青少年係長（書記）、青少年係職員

傍聴者数 なし

資料１ 青少年問題協議会委員名簿

資料２ 令和４年度中央区青少年健全育成基本方針（案）

1 開会

2 会長挨拶

3 議事

① 令和４年度中央区青少年健全育成基本方針（案）について

② 令和４年度中央区青少年健全育成推進施策別事業計画（案）及び

令和３年度推進施策別事業実績について

③ 薬物乱用防止運動推進のための実施事項（案）について

4 報告

① 児童虐待の現状について

② 少年非行の現状について

5 閉会

審議・検討の経過

1 令和４年度中央区青少年健全育成基本方針（案）について ・・・承認

2 令和４年度中央区青少年健全育成推進施策別事業計画（案）及び ・・・承認

令和３年度推進施策別事業実績について

3 薬物乱用防止運動推進のための実施事項（案）について ・・・承認

審議・検討
の経過及び
結論
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開催日時

会議次第

配付資料名



発 言 者 名 発　　言　　内　　容

区 長 （ 会 長 ） 開会の挨拶

区 長 （ 会 長 ） 議事進行

区民部文化・生涯学習課長 令和４年度中央区青少年健全育成基本方針（案）について説明

岩 田 純 治

＜ 質 疑 等 ＞ 親の心のケアについて

奥 村 委 員

　家庭の中で複雑な環境を抱え、心のケアが必要なお子さんがいる一方で、
子どもに対して、暴力的な言葉を投げかけたり、手を上げたりしてしまうと
いうことは、親にもさまざまな事情があるからかと思っている。
　親の心のケアもあわせて進めていくことが、子どもへの虐待を未然に防ぐ
ことにつながっていくと思う。そういう視点からも考えていただきたい。

区民部文化・生涯学習課長

岩 田 純 治

＜ 質 疑 等 ＞ 親向けのアンガーマネジメント講習について

奥 村 委 員
　親向けに、アンガーマネジメントについての講習等があればいいと思う。
ぜひ検討いただきたい。

＜ 質 疑 等 ＞ 成年年齢の引き下げに伴う新成人への意識啓発について

木 切 倉 委 員
　本年から成年年齢が１８歳に引き下げられるが、新たに成人になった１８
歳の方に向けた意識啓発について、施策に盛り込まれているか。

区民部文化・生涯学習課長

岩 田 純 治

区 長 （ 会 長 ） 上記の基本方針（案）についての採決（承認）

区民部文化・生涯学習課長 令和４年度青少年健全育成推進施策別事業計画（案）及び

岩 田 純 治 令和３年度推進施策別事業実績について説明

中央区立日本橋中学校長 「生活指導の現状と課題」について報告

平 野 雅 仁

青 少 年 委 員 会 「青少年委員会の活動」について報告

岡 田 昇 也

　地域家庭推進協議会では、家庭・学校・地域が連携し、親の心のケアも含
め家庭の教育力向上を目的に事業を展開している。今後さらに事業を充実さ
せ、虐待に至らないような親への心のケアについてもしっかりと対応してい
きたい。

　ポスターの掲示やホームページへの掲載により、１８歳の方々だけでな
く、周りの方々を巻き込んで意識啓発できるよう取り組んでいる。
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＜ 質 疑 等 ＞ 中央区要保護児童対策地域協議会協議会のよりよい運営について

河 野 委 員
　いずれは中央区にも児童相談所を構えるという意識をもって取り組んでい
ただきたいと思っている。そのためにも中央区要保護児童対策地域協議会協
議会をより実りのあるものにしていただきたい。

福祉保健部長

田 中 智 彦

＜ 質 疑 等 ＞ 学校図書館指導員の配置について

河 野 委 員
　学校図書館指導員の稼働日を増やす等子どもたちが本を借りることができ
る時間や機会を増やしていただけるといい。

教育委員会事務局次長

生 島 憲

＜ 質 疑 等 ＞ 学校施設（家庭科室）の子ども食堂への活用について

河 野 委 員
　地域の人と子どもたちとが知り合い、虐待等で苦しんでいる子どもたちを
見つけ、助けられるよう、子ども食堂を学校の施設（家庭科室）を有効活用
していただきたい。

福祉保健部長

田 中 智 彦

＜ 質 疑 等 ＞ 外国人の子どものケアについて

奥 村 委 員

　日本語がまだきちんとできないお子さんについてのケアはどうなっている
のかお伺いしたい。担任の先生が翻訳機を使って子どもとやりとりする等、
教員の方にとっても負担になっていると思う。外国人の子どものケアに慣れ
ている人材がいればいいと思う。

指導室長

小 林 傑

　現在は子ども読書活動推進計画に沿いながら、就学前の子ども向けにブッ
クスタート事業等、様々行っている。来年度から始まる第４次計画では、学
校での読書推進に力を入れていきたいと考えている。図書文化財課の職員が
学校図書館にヒアリングしているところである。学校図書館が有効に利用さ
れることは非常に大事だと認識している。図書館の本も巡回して貸し出して
いくことで、学校図書館の魅力を増強したり、学校図書館指導員の方とコ
ミュニケーションをとりながら、子どもが本を楽しめるようなイベント的な
支援、図書の管理や蔵書をどう増やしていくかの相談に乗っていきたいと考
えている。
　学校図書館の空間の魅力づくりと、本そのものに出会う力・機会を増やし
ていけるよう取り組んでいく。

　要保護児童対策地域協議会は、子ども家庭支援センターが中心となり警
察、学校・幼稚園・保育園所管課に加え、民生児童委員等地域の方で構成し
ている。その中で、保護が必要なお子さんについての情報共有や、対応につ
いて検討している。
　全体会、実務者会議、個別ケース検討会議があり、こうした体制の中で丁
寧に対応している。
　児童相談所について、今年度中に７区が設置する予定となっている。中央
区は現在設置に向けて検討中だが、建設地、人材育成が課題となっている。
　令和３年１２月に台東区・都児童相談センターと連携し、台東区に児童相
談所のサテライトを設置した。児童相談所と、より中央区に近いところで連
携し、よりスピーディーな対応ができるようになっている。

　地域の中で様々な関係の方々が一緒になり、取り組んでいただいている。
主に中央区では社会福祉協議会が窓口になり、区として場所の確保等を行っ
ている。引き続き協力していきたい。

　外国の方や、長く外国で生活していて日本語が喋れない日本人の方のため
に、学校に語学指導員を派遣している。日本語の習得だけでなく、日本の文
化や日本の学校について、子どもが安心できるよう指導をしている。しかし
家庭の中で母語を使っていて慣れない、話す・聞くは出来ても読み書きは難
しい子どももおり、今後もケアが必要と思っている。教育委員会としても学
校の状況を踏まえ、語学指導員を活用しながら、日本の学校に早く順応でき
るような体制をとっていきたい。
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＜ 質 疑 等 ＞ 修学旅行の行先について

奥 村 委 員

　一部の中学校が広島・関西方面へ就学旅行中と伺ったが、今の世界情勢の
中で、平和について学習することは非常に大事だと思う。子どもに被爆地の
様子を見させるのはショックが大きく、広島・長崎の被爆地への修学旅行が
減ってきていると聞くが、修学旅行の行先についてはどのような過程を経て
決定されているのか。また、平和について学習する機会を増やしてしていた
だきたい。

指導室長

小 林 傑

区 長 （ 会 長 ） 上記の事業計画（案）及び事業実績についての採決（承認）

区民部文化・生涯学習課長 薬物乱用防止運動推進のための実施事項（案）についての説明

岩 田 純 治

区 長 （ 会 長 ） 上記の実施事項（案）についての採決（承認）

東京都児童相談センター
相 談 援 助 課 長 「児童虐待の現状」について報告

加 藤 夕 起 子

月島警察署生活安全課少年係長 「少年非行の現状」について報告

田 中 靖 大

区 長 （ 会 長 ） 閉会の挨拶

　修学旅行については学校の教育課程、特色の中で、総合的な学習の時間に
位置づけながら、ねらいをもってやっている。例えば京都・奈良であれば日
本の文化を知り発信する、広島であれば平和学習等、学校の教育方針にあわ
せて決めている。教育のねらい等は学校で決定しているが、保護者や子ども
たちの意見も参考にすることがある。平和学習については、修学旅行で現地
に行けるかどうかは別として、全校で取り組んでいる。人権・平和は大切で
あるから今後も推進していく。
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